
要旨
ラオスでは、土地・森林政策の一環として、村落の中

に住民が共同で利用できる、村落共有林を法的に認可し
ている。本論文では、宇沢弘文氏が提唱した「社会的共
通資本」理論の視座から、その村落共有林が土地・森林
政策に果たす役割について分析を行いたい。

１．ラオスにおける土地森林配分事業と村落共有林
東南アジアの一国であるラオスでは、1990年代か

ら「土地森林配分事業（Land Forest Allocation: 以下、
LFA）」という土地・森林政策が実施されている。この
政策では、土地、および森林や生態系を持続的に管理し
つつ、同時に効率的な土地と資源の利用を通して農林業
の生産性を向上させることを目的としている。

当初、社会主義国であるラオスでは、土地や森林を国
民の共有財産と位置づけ、政府が中央集権的にその配分
と管理を行ってきた。しかし、1980年代の「チンタナ
カーン・マイ（新思考）政策」以降、ラオス政府は、経
済において部分的な市場メカニズムを導入することにな
り、その一環として、土地の所有権は国家が有しながら
も、その利用権を個人や法人に交付する政策に舵取り
を変更することになる。この配分された土地においては、
保有・利用・相続などの諸権利が認められるため、個々
人に効率的な土地・資源利用を行う経済的なインセン
ティブを付与することが期待されている。

LFAでは、行政の指導下で、村落の住民との協議を通
して、土地の利用区分と境界線を画定していく。この
ゾーニング作業では、地域住民の意向や慣行を考慮に入
れながら、土地と森林を保全・保護すべきものと生産活
動に利用すべきものに区分される。

経済学の知見にもとづけば、土地と資源の財産権が
定まれば、市場での人びとの自由な取引を通して、効率
的な資源配分が達成されることが期待される。その一方
で、利用区分を明確にすることは、住民の土地や資源へ
のアクセスや利用のあり方を制限する側面もある（河野、
2008）。一連の森林政策には、焼畑を貧困と環境破壊
の根源であるという政府の認識が反映されており（東、
2010；松本、2005）、住民を慣習的な生業から、より
経済効率的な農業や工業に移行させて、国民経済を発展
させたいという政府の思惑もあろう。

以上、LFAでは、政府による中央集権的な管理の下で、
部分的に市場機構のメカニズムが導入されている。一方
で、LFAには、住民参加という要素も含まれている。土
地のゾーニングと配分の作業は、村落単位で行われ、そ
の作業には前述したように住民も参加して協議が行われ
る。そして、配分された土地・森林の管理は、地域住民
に委任されることになる。つまり、LFAは、市場経済・
国家統制・住民参加という三つの要素を含んだ政策とい
える。

しかし、名村（2008）は、LFAを住民参加型の森林を
制度的に認めている点については画期的な政策である
と評価する一方で、その実施面での課題も指摘してい
る。他の先行研究でも、現実に政策を実施する際には、
行政が上意下達で決定される、あるいは一部の住民の
意向だけが反映されるなど、全体としての住民の意向や
生業が十分に反映されない、場合によっては無視される
ことが指摘されている（東、2009、2010、2016；名村、
2008）。

このような課題に対して、NGOやNPOのような「外
部者（よそ者）」が行政と地域住民の間を意見調整し、
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森林のゾーニングや管理体制づくりの支援が行われて
きた。そのような取り組みから、村落に共有地の利用権
を付与することが法的に認可されようになった。このよ
うな法的措置の結果、後述するサントン郡の事例のよう
に、村落で共同利用できる森林づくり、村落共有林事業
（Communal Forest Programs）が実施されている。

これまでのLFAの研究としては、現地の視点から政策
の問題点を明らかにする実証的なアプローチが多く取
られてきた（東、2009、2010、2016；百村、2001；名
村、2008；Namura and Inoue, 1998）。それらでは、林
政学などの理論的な視座を背景に研究がなされている
が、あまり明示的に理論的な枠組みを前面には出してい
ない。一方で、森（2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2020）
では、コモンズ論（Commons）、あるいは経済学にお
けるコモンプール財（Common Pool Resources: CPRs）
の視点から理論的にアプローチしている。それぞれのア
プローチは、ともに当該研究において重要なアプローチ
である一方で、比較的に、理論的にアプローチしている
研究は多くない。

そこで、本論文では、別の理論的なアプローチとして、
宇沢弘文氏が提唱した社会的共通資本の視点から論じた
い。社会的共通資本は、コモンズ論やコモンプール財と
類似した議論ではあるが、より広範に資源管理のガバナ
ンスを捉える理論である（井上、2009）。個別の地域
における資源利用の実態を考慮しながらも、政策全体を
評価する場合に、社会的共通資本の枠組みから考察する
ことは意義がある。

以下、本論文では、社会的共通資本の理論的枠組み、
および、社会的共通資本としての森林の社会的な役割に
ついて整理する。つぎに、ビエンチャン特別市サントン
郡での村落共有林事業を社会的共通資本の視点から評価
する。最後に、村落全体を「農の営み」という観点から
捉えて、LFAに対して幾らかの課題を示唆したい。

２．社会的共通資本と森林
社会的共通資本とは、「一つの国ないし特定の地域

に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐ
れた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安
定的に維持することを可能にするような社会的装置を意
味する」（宇沢、2000：4）概念である。さらに、宇沢
（1994）は、社会的共通資本を分権的な市場機構の下
で人びとの自由な経済取引が円滑に行われながらも、安
定的な実質的所得の分配が達成されるための制度的諸条
件と考えている。

具体的には、社会的共通資本は、土地と自然環境
全般を含む「自然資本」、道路、上下水道、ガス、電
力、通信施設、文化施設などの「社会的インフラスト

ラクチャー」、および、教育、医療、金融などの「制度
資本」に分類される。さらに、緒方（2010）によれば、
社会的共通資本には、信頼、互恵的規範、人的ネット
ワークのような社会関係資本（Social Capital）も重要な
要素の一つである。社会関係資本が蓄積されているほど、
社会的共通資本の運営が円滑に行われる。

これらは、すべて、人びとが社会において豊かな営み
を為す上で必要なものであり、市場機構の効率性という
基準で取り扱われる、あるいは、私的な経済主体によっ
て独占的に所有されるべきものではない。同時に、政府
が規定した基準に従って中央集権的に管理されるべき
ものでもない。むしろ、このような社会的共通資本の管
理・運営は、「たとえ私有ないしは私的管理が認められ
ているような希少資源から構成されていたとしても、社
会全体にとって共通の財産として、社会的な基準にし
たがって」（宇沢、2000）行われるべきである。この
宇沢の考えには、ソースティン・ヴェブレンの制度主義、
さらにはジョン・デューイのリベラリズムの思想が反映
されている。

さて、宇沢（1994、2000）、宇沢・花崎（2000）、
宇沢等（2003）では、医療、教育、金融、都市などの
さまざまな分野における社会的共通資本について考察を
行っているが、本論文の目的から、以下では、社会的共
通資本としての「森林」について焦点を絞って概説して
いく。

人びとの豊かな営みは、森林によってもたらされる多
面的なサービスに物的にも精神的にも依拠している。例
えば、広い意味での経済活動は、森林を基盤として営ま
れているといえる。森林は、直接的には、林産物のよう
な物的生産物を供給する源であり、間接的には、水源涵
養など環境保全機能を通して、農林水産業における生産
基盤を形成している。また、森林が織りなす空間は、余
暇におけるレクリエーションや学習の活動の場でもあり、
地域社会の文化・芸術活動にも密接に結びついている。
さらに、森林は、経済活動や文化芸術活動に寄与するだ
けではなく、汚染浄化や土砂崩れなどの自然災害の防止
に寄与することから、安全な生活空間や快適な生活環境
を形成する機能も持ち、加えて、気候システムの安定化
や気候変動の緩和などの地球環境を保全する役割も持っ
ている。

それらの多面的な機能を有する森林は、その管理・
運営主体が誰であるかに関係なく、また、市場での取引
を越えて、さまざまな便益サービスを人々に供給してい
る。他方で、過度に利用されたり、あるいは十分に管理
が行き届かなかったりする場合、人びとに深刻な被害が
もたらされる。このような正（負）の便益は、市場機構
を介さずに社会全体にもたらされることから、経済学で
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は、外部（不）経済と呼んでいる。
加えて、森林においては、その利用者間で相互に影響

を与え合うような、外部不経済（消費の外部性）も存在
する。森林が生み出す物的生産物は、社会全体の要望を
満たすほどは存在しないために、その利用に関して何か
しらのルールや基準がなければ、過当な競争状態、いわ
ゆる「共有地の悲劇」に陥る。共有地の悲劇では、資源
利用が混雑状態（Congestion）となり、利用者の行動が
相互に負の影響を与え合い、誰しもが十分な便益を獲得
することができない社会的ジレンマが描かれている。

以上のような外部性がゆえに、森林は、前述したよう
な社会的な基準にもとづいて管理運営される必要がある。
しかし、近代的な国家の下では、土地を分割して私有財
産化を行い、市場機構での自由な取引に委任されるか、
政府の統制下で一元的に管理されるかという二者択一的
な政策がとられることが主である。これらの場合、経済
効率性や国家が規定する画一的な基準によって土地や森
林のあり方が決められる。

繰り返しになるが、社会的共通資本の視点から、森林
の管理、運営を考えれば、森林が生み出す自然環境や
生態系、そして、地域社会の中で培われてきた文化など
の社会的な基準も踏まえられる必要がある。実際に、先
ほど挙げた近代的な政策を用いずとも、伝統的に森林を
持続的に利用、管理している地域社会の事例が世界各
地で多く報告されている（Bromley, 1992；McCay and 
Acheson, 1987など）。このような研究成果にもとづい
て、宇沢（1994：16）は、森林をはじめとする自然資
本は、「その社会的管理組織として歴史的形成された…
『コモンズ』（共有地、入会地）の制度」によって管理、
運営されるべきであると述べている。

コモンズ研究においても、コモンズとは、単に、人び
とが共同で利用する自然環境だけを指すのではなく、そ
の共同利用・管理に関する制度の総体（ガバナンス）
も含めて捉えられてきた（三俣等、2008）。この点で、
社会的共通資本論は、コモンズ論と類似した理論である
といえる。

一方で、前述したように、井上（2009）のような、
コモンズ論と比べれば、社会的共通資本は、より広範な
環境ガバナンスであるという見方がある。確かに、コモ
ンズ論では、伝統的に地域社会に存在する自然環境や資
源の利用、管理に関する諸制度や、伝統的な知恵や技術
に着目した研究が多く、政府による地域社会の社会生態
的な環境を無視したトップダウンの政策と対峙する。

社会的共通資本の研究では、「共通の財産」としての
森林（自然資本）を管理する基礎に、「コモンズ」（制
度資本）を位置づけて、同時に、いかに国民国家と市場
経済システムを制約する制度的条件や政策を考えること

になる。本論文では、無碍に二つの理論を区別したいわ
けではないが、社会的共通資本をより広範な枠組みとし
て分析に用いたい。

３．サントン郡における村落共有林事業
本節では、筆者が2012年から2014年にかけて実施し

たビエンチャン特別市サントン郡N村での現地調査にも
とに、村落共有林事業を社会的共通資本の視点から分析
を行う。現地調査にあたっては、ラオス国立大学林学部
に協力していただいた。2013年11月には、全世帯に対
して村落共有林の利用実態に関するアンケート調査を実
施している。

以下では、村落の基本情報と村落共有林事業について
述べたのちに、制度資本を中心に社会的共通資本の視点
から村落共有林事業を分析していく。

N村の基本情報として、2013年11月のアンケート調
査、2014年3月のインタビュー調査にもとづけば、人口
が476人、世帯数が97世帯である。民族としては大多数
がラオ族であり、その他にカム族やモン族も含まれてい
る。また、村落の住民の68％が他の地域から移住してき
た世帯である。その年代としては1990年から2000年代
前半に多い。

N村は、オランダのNGOであるSNV（Sticht ing 
Nederlandse Vrijwilligers：英語訳ではFoundation of 
Netherlands Volunteers）の支援の下、2011年に村落
共有林の利用権を獲得している。この背景については、
フォレストパートナーシップ・プラットフォームのホー
ムページに報告されている記事によれば、この事業は、
もともとは、SNV、ラオス市民団体であるジェンダー
開発グループ、世界自然基金（WWF）による開発事業
の一環で行われたという。この事業は、竹林の持続可能
な利用と竹細工生産による生計向上を目的として実施さ
れ、その事業が持続可能性なプロジェクトとなるために、
SNVらは、竹林を含む森林の一部が村落共有林として
登録させた。

N村の村落共有林の面積は、聞き取り調査によれば、
約50haほどであり、村落全体の面積の約2％程度である。
図1にあるように、住民の村落共有林の利用目的として
は、主に、薪木や食糧という生活に必要な基本的な財の
採取、建設材の採取、竹細工の資材の採取が多い。回答
結果から、村落共有林は、竹細工生産のプロジェクト目
的を越えて、住民の生活を支える役割があることが分か
る。

では、現地調査から明らかになったＮ村におけるガバ
ナンス（制度資本）を示していきたい。まず、村落共有
林に関する制度資本は、もともと存在していた制度資本
を基礎に形成されている点を述べておかなければならな
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い。ラオスにおいて、村落とは、郡の下位に位置づけら
れる地域単位であり、行政上で形成され、管理されてい
る集団（行政村）である。それゆえ、ラオスでは、もち
ろん、自然環境や地理的状況、民族構成、文化資本など
は、地域・村落ごとで異なるが、社会主義国という政治
体制もあり、ある程度共通した村落構造や制度を持って
いる。以下では、一般的にラオスの村落でみられる社会
構造として、政治的に定められた機能的組織とヌアイを
説明し、あわせてN村での実態を報告する。

はじめに、前述したようにラオスの村落内には、一般
的に、役割ごとに決められた機能的組織が設けられてい
る。具体的には、村長と副村長によって構成されている

村落委員会、土地利用権の管理や土地税の徴収を行う土
地管理担当、村落共有林を含めた森林管理を担う森林担
当、村落内部の治安を守る自警グループ、村落外部から
の脅威を監視する防衛グループ、女性グループ、若人グ
ループ、老人グループが設置されている。

N村の場合には、前述したSNVらの支援によって竹細
工生産者グループも作られている。これらのグループは、
それぞれ、政治的につくられた機能的集団ではあるが、
内部での人間関係やネットワークの形成に寄与してい
る。少なくとも、N村においては、森（2014b）のネッ
トワーク分析の結果、そのようなネットワークが形成さ
れていることが明らかにされている。
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つぎに、村落内には、ヌアイという隣組のような下
位集団が存在している。Ｎ村では10のヌアイが存在す
る。ヌアイは、地理的に隣接した世帯でまとめられてお
り、親類同士や同じ民族同士で構成されている傾向にあ
る。ヌアイ内部では、農作業の労働交換や日常の贈与交
換や相互扶助も行われている。各ヌアイには、リーダー
が選出されおり、リーダーには村長と副村長が行き届か
ない人間関係の調整や決め事の伝達などの役割が任され
ている。ヌアイ内での揉め事の調整は、まず、ヌアイの
リーダーが仲介に入り解決につとめることになっている。
加えて、N村では、ヌアイのリーダーは、村落会議の前
に村長と副村長内との話し合いに参加することになって
おり、村落運営にも少なからず関与している。

では、そのような既存のガバナンスのもとで、Ｎ村で
は、どのような村落共有林に関する制度資本が存在し機
能しているのだろうか。本論文では、Ostrom (1990) や 
薮田（2004）を参照に、住民の利用のあり方を規定す
る配分ルール、そのルールが順守されているか、植生の
状態をモニタリングする監視ルール、ルールに違反した
住民に対する処罰ルールをヒアリングした。

ルールの内容は、表1に整理されている。はじめに、
配分ルールについて説明していく。N村では、材木や竹
林を利用する場合には、まず、村長に許可を得なければ
ならない。ただし、採取した資源は自家消費に限り、竹
細工生産以外での販売目的の採取は禁止されている。材
木を採取する場合、樹木の胸高直径が20cm以上の場合、
一定の金額を支払うこととなっている。胸高直径が20
㎝以下については、5本までは無許可で伐採が可能であ
る。ただし、採取の方法は、機械を用いずに人力で行
われなければならず、技術的な制約を設けている。また、
SNVが著しく植生状況や荒廃していると判断した箇所
については、利用を制限している。森林担当は、将来的
には自分たちでその判断ができるようにしたいと考えて
いる。つまり、N村では村落共有林が過剰な利用となら
ないように、利用目的、利用量、技術、範囲をルールで
制限していることがわかる。

監視ルールについては、大規模なモニタリングは、自
警グループ、防衛グループ、森林担当のメンバーが基本
的に二ヵ月に一回の周期で実施される。その他、自警グ
ループの巡回によって、その中で大きな材木の伐採がな
いかもモニタリングされる。

処罰ルールは、表1に示されているように、基本的に
無許可で村落共有林から資源を採取した場合に、罰金を
支払うように規定されている。加えて、違反者は村落の
会議で尋問を受けることになっている。共同体内の評判
や信頼関係を配慮すれば、違反する心理的なコストは高
い。このルールの存在することで、違反する動機を抑制

していると考えられる。
以上、Ｎ村では、村落共有林を管理、運営する組織

とルールが制度資本として形成されていることが分かっ
た。村落にもともと存在している政治的な機能的組織と
ヌアイという集団を基礎に、村落共有林に関連する森林
担当や竹細工生産グループが形成されている。例えば、
監視・処罰のルールには、自警グループや防衛グループ
なども参加している。このことは、既存のガバナンスに
村落共有林に関する新たな制度がつけ加えられた、つま
り、制度資本のストックが新たに蓄積されたと理解でき
る。制度資本の蓄積量が増えることで、自然資本である
村落共有林のストックが維持され、結果として、そこか
らもたらされる財・サービスの便益フローが持続的に住
民に供給される。

つぎに、社会的インフラストラクチャーについて述べ
たい。村落共有林に関していえば、国立大学林学部の
キャンプ施設と集会場を挙げたい。N村には、近くに国
立大学の演習林があるので、学生の実習用のキャンプ施
設がある。ときには、国立大学の教員や研究のために利
用されることもある。このような施設があることで、定
期的に外部から、森林に関する教育・研究機関が出入り
することで、間接的ではあるが、森林の持続可能性に対
する住民の意識を高める役割もあろう。また、外部から
の支援で建設された集会場は、議論の場を提供する点で
重要なインフラストラクチャーである。

最後に、緒方（2010）がいうように、社会的共通資
本には、ハードな社会資本としてのインフラストラク
チャーだけではなく、人間関係から生み出されるソフト
な社会資本である社会関係資本も必要である。ここで、
森（2020）では、Ｎ村を含めたサントン郡で実施した
アンケート調査から、社会関係資本が住民の森林管理へ
の参加を促すことを実証的に明らかにしている。その分
析にもとづけば、村落活動や冠婚葬祭のようなコミュニ
ティ活動に積極的なほど、また、リーダーの信頼が厚い
ほど、村落共有林の管理に積極的に関与する傾向がある。

４．「農の営み」からみた土地森林政策
前節において、N村では、村落共有林（自然資本）は、

地域住民のガバナンス（制度資本）によって管理、運
営されており、国立大学林学部のキャンプ施設や集会
場（社会インフラストラクチャー）と人々の人間関係
（ソーシャルキャピタル）というハードとソフトの社会
資本によっても支えられていることが明らかになった。

しかし、社会的共通資本としての森林を考えれば、村
落共有林だけに着目するだけでは十分ではないかもしれ
ない。森林の災害防止機能や大気安定化機能のような公
益的な価値を考えれば、よりリージョナル・グローバル
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な視点から広範なガバナンスを考える必要があろう。
また、LFAに関する先行研究（東、2009、2010、

2016；百村、2001；名村、2008など）を考慮すれば、
地域住民の資源利用というローカルなレベルにおいても、
村落共有林以外の土地や自然環境についても視野を広げ、
また、それらの複合的な利用も踏まえて考える必要があ
る。

例えば、東（2009、2016）によれば、LFAを通して、
「農地」と「森林」が明確に区分されたことで、焼畑は、
慣習的な生業を続けることができなくなり、また、自然
との共存という持続可能性も失われている。焼畑では、
「森林」に火入れを行った後に、陸稲などの作物が集団
的に耕作される。慣習的な方法では、いくつかの土地で
循環的に焼畑を行い、一度火入れした土地は十分に森林
（二次林）が回復するまで休閑させる。その休閑期間に
おいても、人びとは二次林から生活資材や食糧を採集し
ている。つまり、人びとにとって焼畑が行われる土地は、
「農地」と「森林」は区別された存在ではなく、一つの
連続した「場所」なのである。

法律上では、人びとは、個人に割り振られた「農地」
でしか焼畑を行うことが認められておらず、結果として、
焼畑は、個人単位に固定化されたものとなり、また、そ
の規模を縮小して短期的な循環周期で行わざるをえない。
このような焼畑の方法では、土地の植生が十分に回復し
ないままに火入れを行わなければならず、次第に地力が
低下して最終的に荒廃地となる。LFAによって、人びと
が伝統的に培ってきた自然との共生の知恵や習わしは失
われることとなる。

さらに、農村地域では、農業や林業のように何かしら
の生業に専業している者は少なく、季節に応じて水田や
森林から多くの恵みを獲得している。とくに、傾斜地の
多いラオスでは灌漑用水が少なく、天水に依存した農
業が主である。そのため、安定して農作物が獲得できず、
とりわけ、雨が降らない乾季では、必要な食糧などの物
資を農地以外の場所から獲得しなければならない。裏を
返せば、人びとは天候による自然的なリスクに対応でい
るような知恵や習わしを持っている。つまり、人びとは、
草原、森林、河川のように自然環境ごとに、それぞれの
コモンズが形成されているというよりは、全体としてさ
まざまな利用が織り重なったコモンズが形成されている
と考えるべきであろう。

このことを考慮すれば、LFAによって厳密に土地が区
分されれば、住民のアクセスは制限されることになる。
LFAによって配分された土地のみで生計を立てることな
れば、リスクを分散することが難しくなる。また、土地
ごとに、その肥沃度（生産性）は異なるだろうから、経
済的な格差が固定される。この意味で、「村落共有林」

は、一種のリスクシェアリングやセーフティーネットと
しての役割として機能する。一方で、それだけで以上の
問題を網羅できているかといえば十分ではないだろう。

以上のような、地域共同体と自然環境との共生のあり
方は、個人を一単位とした専業的な経済活動を基礎とす
るLFAのような近代的な政策では配慮されづらい。古来
より、人類は、共同体を基盤として、自然から食糧、衣
類、住居に必要な物資を獲得して生活してきた。それら
の活動は、地域社会の構造や文化芸術の形成とも密接に
かかわりを持ち、また、自然環境や生態系の循環の中で
共存して行われていきた一つのコモンズである。

ここで、宇沢（2000）は、このような伝統的な人び
との自然への働きがけは、農業や林業という一つの産
業としてではなく、「農の営み」という概念として社会
的な基準から捉えられるべきであると述べている。こ
の「農の営み」は、各農家という一経済主体ではなく、
「農村」を一つの単位として運営される。ここでいう、
「農村」とは、共有する資源を管理、運営する地域共同
体のガバナンスを意味する。

もし、経済効率性だけを考えれば、自立した個々の経
済主体（農家）が利己的な動機にもとづいて生産活動が
行うことが好ましい。この際、共同体内部での慣習や贈
与交換などの人間関係にもとづく交換よりも、市場を通
してより安価な生産要素を購入し、機械化を進めること
で労働を節約して資本集約的な生産が行われる。しかし、
そのような社会では、効率性や利潤などの経済的基準が
優先され、地域社会のもつ豊かな自然環境や人間関係は
失われることになる。

もちろん、「農村」を一つの単位とするとした場合、
地域共同体の持つ閉鎖的で排他的な負の側面が懸念さ
れよう。その点は、宇沢（2000）も考慮しているおり、
「農の営み」の運営体として、家父長制のような垂直
的な集団ではなく、人びとによる一種のアソシエーショ
ンとして「農社」コモンズの構想を提唱している。この
「農社」コモンズ構想を具体化する取り組みとして、緒
方（2014）は、持続可能な農林水産業と地域コミュニ
ティのガバナンスを基礎と置いた「エコビレッジ（Eco-
Village）」に着目しており、ベトナムの「生態村」を中
心にアジアにおけるエコビレッジを分析している。

さて、以上の宇沢の「農の営み」や「農社」コモンズ
の構想からラオスのLFAを考察した場合に、どのような
含意が得られるだろうか。これまで述べてきたように、
LFAは、村落共有林事業のような取り組みはあるものの、
全体としては個人単位に基礎を置く、政府主導の画一的
な政策である。確かに、LFAでは、村落住民の参加が認
められているが、実際には会議への出席などの限定的に
しか参加できず、住民の意向が十分反映されない、ある
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いは住民への理解が深まらないままに実施されているこ
とが課題として指摘されている（東、2010）。

また、LFAの中で、政府は、山岳地域の焼畑農民に平
地地域に移住するように促しており、別の地域に移住す
る世帯も多い。鈴木・安井（2002）では、すでにLFAが
終えた村落に移住した場合には、十分に水田や農地の利
用権を獲得できないことが報告されている。このような
場合、ますます、村落内の経済的格差が問題として生じ
る可能性がある。

もし、以上のような課題が解決されないままに、上意
下達式のLFAの下で、個人単位での土地・資源利用が進
めば、地域共同体が培ってきた森林をはじめとする自然
環境を持続的に管理するための知恵や慣習などのコモン
ズが喪失され、地域の自然環境と人びとの営みは持続不
可能となろう。

以上、これまでの議論を基礎に考察すれば、村落共有
林のような「共有地」の創出を通して形成されたガバナ
ンスを基礎におき、自然環境や文化が持続されながらも、
村落の人びとが豊かな生活が営めるだけの基本的な財・
サービスを獲得できるような「農の営み」としての活動
が求められる。

例えば、Ｎ村における村落共有林の竹林を利用した
竹細工のような生産事業は、経済的格差を是正する効果
が期待できる。加えて、村落内にマイクロファイナンス
のような基金の仕組み（制度資本）は、地域の人びとの
機会を広げる点で有効である。一般的に、途上国の農村
部では、金融システムにアクセスすることが困難である。
もちろん、その運営には専門的な知識や技術を持った人
材が不可欠なために、その教育の仕組みも求められる。

この意味で、赤坂（2002）や東（2010、2016）が指
摘するように、LFAのような「外部」の論理に飲み込ま
れずに、村落住民が十分に自発的に関与して、ガバナン
スの形成していくためには、「外部者（よそ者）」とし
てのNGOや研究者の支援が果たす役割は大きい。政策
や開発援助の中で、村落外部の論理や知識にもとづいて、
設計された制度や組織が必ずしも成果を上げなかったり、
あるいはプロジェクト終了後には維持されなかったりす
ることがしばしばある。「外部者（よそ者）」には、地
域住民との「対話」を通して、共同体内部の論理を理解
し、共同体にもともと存在する慣習や知恵を尊重し、そ
れらをいかすような取り組みの必要性を政策立案者や開
発事業主に説く役割がある。これは、井上（2004）が
提唱するさまざまな主体が協働（コラボレーション）し
てコモンズを運営する「協治」の原理といえよう。

例えば、N村では、住民による森林の過剰な利用を憂
いた僧侶が、その場所に寝泊まりして念仏を唱える小屋
を建て、住民の利用をおさまったというエピソードがあ

る。村人の多くは仏教徒であるので、住民は信仰心から
森林の利用を控えるようになったと理解できる。この他
にも、精霊（ピー）が住むと呼ばれる精霊林や死者を祀
る埋葬林など、ラオスには慣習的な森林との関わり方が
存在する。

以上のように、住民の合意でつくられた成文化された
ルール以外にも村落内には自然環境と共生していく習わ
しや知恵が制度資本として蓄積されている。LFAが持続
可能性を持つためには、コモンズとしての慣習や知恵を
いかし、社会的共通資本としての森林が管理されるべき
である。ミクロの地域住民の営みを尊重しながらも、マ
クロの土地森林政策が維持されるためには、村落共有林
のガバナンスを基礎とした住民参加型の管理、運営が有
効であると考える。

５．むすびに
本論文では、宇沢弘文氏が提唱した「社会的共通資

本」理論の視座から、その村落共有林の役割を分析し、
さらに、土地森林配分事業の課題を考察した。その分析
にあたり、ビエンチャン特別市サントン郡の現地調査に
もとづいた分析の結果、村落共有林は、制度資本の下
で地域住民によって運営され、また、その存在は地域住
民の営みに対して、一定の役割を果たしていることがわ
かった。その一方で、村落共有林を越えて、村落全体の
土地利用を考えた場合、市場機構の効率性に依拠した土
地森林政策には、「農の営み」という点から幾らかの課
題があることを示した。

本論文では、筆者の現地調査と先行研究を基礎に考
察を展開したが、今後も別の地域での取り組みをケー
ススタディとして分析して、成果を積み重ねなければ
ならないだろう。また、そのようなケーススタディを比
較分析するために、Ostrom（2007）が提唱する、Social
Ecological System (SES)アプローチを利用した研究も必
要となろう。それらの課題は別稿に譲りたい。
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